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社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
が
発
行
さ
れ

ま
す
～
年
末
調
整
・
確
定
申
告

ま
で
大
切
に
保
管
を
！
～

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税

お
よ
び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
、
こ
の
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
の
添
付
が
必
要
で
す
。

こ
の
た
め
、
平
成
29
年
１
月
１

日
か
ら
９
月
30
日
（
休
日
の
場
合

は
翌
営
業
日
）
ま
で
の
間
に
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

つ
い
て
は
、「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

が
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
年
末
調

整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
、
必
ず

証
明
書
（
ま
た
は
領
収
証
書
）
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
平
成
29
年
10
月
１
日
か

ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
今
年

は
じ
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
翌
年

の
２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
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消
費
税
軽
減
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率
制
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説
明
会
を
開
催

11
月
28
日
㊋
午
前
の
部
10
時
～

11
時
（
受
付 

９
時
30
分
～
）、

午
後
の
部
14
時
～
15
時
（
受
付 

13
時
30
分
～
）

午
前
の
部
と
午
後
の
部
は
同
じ

内
容
を
説
明
し
ま
す
／
会
場
＝
市

役
所
市
民
室
／
対
象
者
＝
茂
原

市
、
長
南
町
、
長
柄
町
、
睦
沢
町

の
事
業
者
の
方

と
茂
原
税
務
署　

法
人
課
税
第
１
部
門

☎
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）

「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す

運
動
」
推
進
期
間
で
す

毎
年
11
月
12
日
か
ら
25
日
ま
で

は
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く

す
運
動
」
推
進
期
間
で
す
。

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
、
性
犯
罪

（
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
出
演
強
要
、Ｊ

Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
も
含
む
）、
ス
ト
ー

カ
ー
行
為
、売
買
春
、人
身
取
引
や

セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
、

女
性
に
対
す
る
暴
力
は
、女
性
の

人
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、

決
し
て
許
さ
れ
な
い
行
為
で
す
。

こ
の
運
動
期
間
を
き
っ
か
け

に
、
暴
力
に
つ
い
て
考
え
、
暴
力

の
な
い
社
会
づ
く
り
を
進
め
ま

し
ょ
う
。
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・
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女
性
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
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※
９
時
～
17
時
（
土
日
・
休
日
除

く
）、
面
接
相
談
要
予
約

・
子
育
て
家
庭
相
談
室
（
２
階
）
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※
８
時
30
分
～
17
時
15
分
（
土

日
・
休
日
除
く
）

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月

間
で
す

児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
は

年
々
増
加
し
、
千
葉
県
は
５
，

５
６
８
件（
Ｈ
27
年
度
）と
、全
国

で
４
番
目
に
多
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。「
千
葉
県
子
ど
も
を
虐
待
か

ら
守
る
条
例
」は
、全
て
の
子
ど
も

た
ち
が
、
幸
せ
を
実
感
し
な
が
ら

成
長
で
き
る
千
葉
県
を
め
ざ
し
、

今
年
４
月
１
日
に
制
定
さ
れ
ま
し

た
。
虐
待
は
子
ど
も
の
人
権
を
著

し
く
侵
害
す
る
行
為
で
あ
り
、
決

し
て
許
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
条
例
に
は
県
民
の
責
務
と

し
て
、
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ

る
子
ど
も
を
発
見
し
た
場
合
の
通

告
義
務
が
あ
り
ま
す
（
通
告
者
は

特
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ

ま
す
）。
み
ん
な
で
子
ど
も
た
ち

を
虐
待
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
。

【
千
葉
県
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守

る
条
例
】

https://w
w

w
.pref.chiba.

lg.jp/jika/gyakutai/jidou/
gyakutaijourei.htm
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ご
相
談
、
通
告
先

・
子
育
て
支
援
課
（
２
階
）　
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・
子
育
て
家
庭
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談
室
（
２
階
）
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借
金
や
ヤ
ミ
金
融
に
関
す
る
無

料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

千
葉
県
多
重
債
務
問
題
対
策
本

部
お
よ
び
市
で
は
、
借
金
や
ヤ
ミ

金
融
で
お
悩
み
の
方
を
対
象
に
弁

護
士
、
司
法
書
士
、
警
察
官
な
ど

に
よ
る
無
料
相
談
会
を
開
催
し
、

多
重
債
務
・
ヤ
ミ
金
融
に
係
る
諸

問
題
の
解
決
を
支
援
し
ま
す
。

借
金
で
悩
ま
な
い
生
活
を
取
り

戻
す
た
め
に
、
ま
ず
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

11
月
26
日
㊐
10
時
～
15
時
ま
で

受
付
／
場
所
＝
市
役
所
２
階 

消

費
生
活
セ
ン
タ
ー（
生
活
課
内
）／

申
込
＝
生
活
課
窓
口
ま
た
は
電
話

申
込
（
申
込
順
）

ま
た
、
多
重
債
務
に
関
す
る
相

談
は
左
記
で
も
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

【
茂
原
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
】
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曜
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～

16
時
（
12
時
～
13
時
を
除
く
）

と
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ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
ち
ば
の
「
面
接

練
習
セ
ミ
ナ
ー
in
茂
原
」

「
面
接
の
経
験
が
な
い
」、「
面

接
時
の
立
ち
居
振
る
舞
い
に
自
信

が
な
い
」
方
に
、
グ
ル
ー
プ
で
の

実
践
練
習
を
通
し
て
、
面
接
の
流

れ
や
マ
ナ
ー
、
基
本
的
な
ポ
イ
ン

ト
な
ど
、
面
接
の
基
本
を
学
ぶ
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

な
お
、
ご
希
望
の
方
は
セ
ミ

ナ
ー
終
了
後
、
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
に
よ
る
、
お
１
人
15
分
程

度
の
個
別
相
談
（
６
人
ま
で
）
も

ご
利
用
で
き
ま
す
。

お
知
ら
せ

「いちはやく 知らせる勇気
つなぐ声」

（平成29年度児童虐待防止推進月間の標語）


